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成育医療ネットワークにかかわる多くの施設を包含して、今後必要となってくる成育医療センター

を中心とした全国規模の臨床研究を容易に実施する基盤つくりを試みた。また、平成１４年 3月国立

成育医療センターが開設することに伴う成育医療概念の推進、啓蒙を行った。さらに、本年度は、最

終年度として全体の成果をガイドラインとしてまとめた。 

 

1. 研究目的 

専門的な小児診療部門を有する政策医療ネッ

トワークとしての成育医療ネットワークに属す

る国立医療施設が全国的に協力し、個々の診療

科や少数の専門施設の協力体制のみでは実施困

難であった臨床課題に取り組むとともに、成育

医療の概念を普及させるのが本研究に課せられ

た主な目的である。急激な少子化は、日本の将

来に懸念をもたらす社会問題であるが、これに

は小児の健康に関わる社会環境への不安も大き

く関与している。本研究を通じて社会の成育医

療への理解を深めることも大きな目的である。

本年度は最終年度として引き続き以下の課題を

検討するとともに、成果をガイドラインとして

発表する。 

適切な新生児医療体制の構築に関する研究 

（新生児研究） 

低身長小児の治療指針の作成に関する研究 

（低身長研究） 

入院患者の感染症サーベイランスの研究   

（感染制御研究） 

個々の課題は一施設の対応だけでは不十分であ

り、全国的な視点での検討を要する内容である。

しかし現時点で、成育医療ネットワークがこう

した目的の検討機能を十分に発揮できる下地は

なく、その基盤作成も重要な役割ではあったが、

最終的には、１）様々なレベルの医療機関間で

の病的新生児の効率の良い患者紹介の指針、２）

低身長小児を地域の医療施設でも効率よくスク

リーニングし、かつ適切に治療する指針、３）

では、我が国の医療制度の中で実施しうる感染

症サーベイランス方法の重要性を訴えるととも

に、抗菌薬使用に関して、実際の臨床で役立つ

指針策定を目的とした。 

 

2. 研究組織 

研究者    所属施設 

伊藤 裕司  国立成育医療センター 

田中 敏章  国立成育医療センター 

立澤 宰   国立成育医療センター 

 

3. 研究成果 

 １）３年間にわたり、成育医療ネットワーク

を中心に、国立病院が地域の新生児医療で担う

べき役割を調査するとともに、それを実行する

ためのガイドラインを作成した。地域により国

立病院がやや無理をしての新生児医療を行って

いる実態および、新生児集中治療以後の中間医

療施設の未整備が大きな問題として浮き彫りに

された。 

 国立病院の超低出生体重児に関する成績では、

出生体重が 500-1000g の超低出生体重児の予後

は、全国平均に比してやや悪く、これは基本的

に不十分な医療体制でありながらも、超低出生

体重児の集中治療を担わざるを得ない国立病院

の状況を反映したものだと考えられた。 

 地域の新生児医療体制の中で国立病院が今後

担うべき役割は、地域の状況に応じて総合・地

域周産期母子医療センターとしての任務を負う

べき地域と、協力病院として 2 次病院として後

方支援をする病院との、２つに大別されると考

えられた。 



国立病院が周産期医療体制の中で中心にならざ

るを得ない地域においては、国立病院も総合周

産期母子医療センターとしての認可を受ける必

要があり、今後の整備調整が必要と思われた。

すでに、総合・地域周産期医療体制の確立して

いる地域においては、それを後方支援する二次

医療機関としての国立病院のあり方が模索され

る必要があると思われた。これらの二次医療機

関の新生児医療をより安全かつ、効果的に行う

ために、新生児医療における Intermediate Care 

に関するガイドライン作りが必要と考えられた。 

 今回の研究で、各地域で有効に患者配分を行

っていく上での、各医療機関の役割分担を明確

にし、各地域での病院ネットワークを見取り図

として作成した。さらに、国立病院が２次医療

機関として有機的に効率よく機能するための、

現場での新生児医療における中間医療施設

Intermediate Care に関するガイドライン作成

を行った。 

 

2）低身長領域の研究では、低身長における成長

ホルモン分泌不全診断のための成長学的 

な診療指針の研究と成長ホルモン治療中患児と

低身長児およびその親の満足度に対する意識調

査を行った。低身長診療指針では６歳時に効率

よく GHD の診断をするための成長学的な診療指

針を、低身長児の乳幼児の発育を解析して後方

視的に検討した。成育医療ネットワークの医療

施設の小児科外来で治療または経過観察してい

る小児で、6歳時の身長が-2 SD 以下の低身長小

児 188 名（GHD 59 名、非 GHD 低身長 129 名：男

子 151 名、女子 37 名）の出生時より小学校入学

時までの成長記録を解析した。３歳から６歳ま

での身長 SDS の低下が 0.4 SD 以上の非 IUGR の

低身長小児にGH分泌刺激試験を行うとGHDの約

80%は効率よく診断できると考えられた。この指

針により、低身長児に対しての成長ホルモン分

泌刺激試験が症例を選んで行えるようになり、

分泌刺激試験の施行が減り低身長児に対し利益

があるだけでなく厚生行政にも貢献できると考

えられる。成長ホルモン治療中患児およびその

親の満足度に対する意識調査では、低身長児の

親は、治療開始後または経過観察中も子どもの

身長に対して不安が強く、治療に対して過剰な

期待を抱く傾向がある。また治療中でも－２Ｓ

Ｄ以下や無治療の患者の親に対しては、より細

かな心理的な対応が必要である。 

 

3) 院内感染サーベイランスを普及させてその

情報を公開することは、院内感染に関連した医

療不信を是正するのみでなく、医療における経

済的問題の適正解決に結びつくものである。感

染制御研究では、簡便にサーベイランスが実施

できる支援システム（NISSS）を成育医療ネット

ワークの施設の多くに導入する事を目指したが、

結果として３年間でそれは達成できなかった。

比較的高価であり労力が求められることもある

が、問題は感染症サーベイランス自体が病院全

体の運営にかかわることであり、一小児医療部

門あるいは診療科からの発言では説得力が弱い

ことが背景として考えられ、今後の啓蒙活動の

方向性が示唆された。同時にすすめた抗菌薬使

用マニュアル作成は、新たに発足した国立成育

医療センター内で共通に使用できる内容を検討

した。抗生物質使用時のルーティンの皮内テス

トの排除と、それに代わる確実な問診と救急蘇

生体制の確立、そして感染症との確信がない場

合の抗生物質使用制限の確立という面では大き

な成果である。一方予防的投与も含め、抗菌薬

の使用そのものに関して一定のガイドラインは

策定できたものの、中耳炎症例に代表されるよ

うに、個々の疾患での抗生物質の選択に関して

は、専門分化された領域内での経験則以上に十

分なエビデンスがないことも、問題点としてあ

げられた。 

 

4. 研究内容への倫理面の配慮 

個々の研究課題に関して、研究計画は国立小児

病院倫理委員会での審議を経て実施した。
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成育医療ネットワークにかかわる多くの施設を包含して、今後必要となってくる成育医療センター

を中心とした全国規模の臨床研究を容易に実施する基盤つくりを試みた。また平成１４年 3月国立成

育医療センターが開設することに伴う成育医療概念の推進、啓蒙を行った。 

 

1.目的 

成育医療では、従来の専門分化された小児医

療や母子医療の概念では端境になりがちな領域

を埋め、出生前から小児期、思春期、生殖期を

含めたシームレスな医療の発展が行われると同

時に、少子化の背景にある小児救急問題などに

起因する育児不安などの社会不安を解消すべく、

国民の関心の高い領域の課題を選択した。選択

された課題は従来の国立病院連携体制では困難

な内容が含まれている。 

国立成育医療センターでは、単一疾病群の高度

専門医療を目指す従来型のナショナルセンター

とも、また現状で単一診療科の集合体となりが

ちな医科大学の目指してきた方向とも異なり、

国民の健康と福祉を総合的にとらえた情報発信

も含めた役割をが期待される。 

 

2.方法 

地域の新生児医療体制、低身長小児の治療ガイ

ドライン、院内感染対策など社会的な要請が強

い課題に加え、長期呼吸管理など集中治療の後

方支援にかかわる課題を選択し、分担研究者と

ともに研究をすすめた。国立成育医療ネットワ

ークでは、全国を一つの治療圏ととらえ、国を

あげての規模で臨床研究を推進しようと考える

ものである。本研究では、成育医療センター(仮

称)が中心となったネットワークつくりを推進

し、具体的には以下の１）稀な疾患、特殊な治

療法の情報交換機能、２）先進的疾患の導入共

同治験、薬事治験推進機能、３）分散情報の集

約による新たな解析の可能性、４）国民の成育

医療に関する声の収集、の 4 つの領域での成果

をあげられると考えられた。当研究では、特に

成育医療ネットワーク内の小児医療専門施設を

どのように有機的に連携させるかに関しての解

析検討を行った。ホスプネットを用いての共同

研究、新たに導入された国立成育医療センター

の医療情報システムを用いての情報活用の可能

性なども検討した。 

 

3.研究成果 

3 年間の研究を通じ、低身長ガイドラインのよ

うに個別の課題では明確な成果をあげた分野も

あるが、感染症サーベイランスシステムの導入

のように、現状で成育医療ネットワークに含ま

れる国立医療機関の小児医療部門を、全国規模

の臨床研究の土台にのせることの難しさが認識

された。新生児医療の課題では、現状の NICU の

地域センター化とともに、後方ベッド問題への

取り組みの重要性が示唆された。感染サーベイ

ランスシステムの場合と同様に、後方ベッドあ

るいは中間施設の問題は、臨床医レベルよりも

行政も含めた対応が必要であり、医療研究とし

てより事業としてのとらえ方がより適切ではな

いかと考えられた。 

 

4.結論 

成育医療ネットワークを活用した全国規模の

臨床研究の基盤の確立を試み、様ざまな問題点

が浮き彫りになった。新生児ＩＣＵ、小児ＩＣ

Ｕも含め、後方ベッド、後方施設確立への取り

組み、一病院にとどまらない感染症サーベイラ

ンスシステムなど、行政介入の重要性が示唆さ

れた。 
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